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第
一
二
条　

意
匠
法
第
十
四
条
第
四
項
第
四
号
の
経
済
産

業
省
令
で
定
め
る
書
面
は
、
利
害
関
係
人
で
あ
る
こ
と

を
証
明
す
る
書
面
と
す
る
。

（
意
匠
登
録
証
）

第
一
六
条　

意
匠
登
録
証
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記

載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

一　

登
録
番
号

　

二　

意
匠
に
係
る
物
品
又
は
意
匠
に
係
る
建
築
物
若
し

く
は
画
像
の
用
途

　

三　

意
匠
権
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
又
は
居
所

　

四　

意
匠
の
創
作
を
し
た
者
の
氏
名

　

五　

意
匠
権
の
設
定
の
登
録
又
は
意
匠
法
第
二
十
六
条

の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
請
求
に
基
づ
く
意
匠
権

の
移
転
の
登
録
が
あ
つ
た
旨

　

六　

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
必
要
な
事
項

（
意
匠
登
録
表
示
）

第
一
七
条　

意
匠
法
第
六
十
四
条
の
意
匠
登
録
表
示
は
、

「
登
録
意
匠
」
の
文
字
及
び
そ
の
登
録
番
号
と
す
る
。

別
表
（
第
八
条
関
係
）

一　
　
　

一
組
の
食
品
セ
ッ
ト

二　
　
　

一
組
の
嗜
好
品
セ
ッ
ト

三　
　
　

一
組
の
衣
服
セ
ッ
ト

四　
　
　

一
組
の
身
の
回
り
品
セ
ッ
ト

五　
　
　

一
組
の
美
容
用
具
セ
ッ
ト

六　
　
　

一
組
の
繊
維
製
品
セ
ッ
ト

七　
　
　

一
組
の
室
内
装
飾
品
セ
ッ
ト

八　
　
　

一
組
の
清
掃
用
具
セ
ッ
ト

九　
　
　

一
組
の
洗
濯
用
具
セ
ッ
ト

十　
　
　

一
組
の
保
健
衛
生
用
品
セ
ッ
ト

十
一　
　

一
組
の
飲
食
用
容
器
セ
ッ
ト

十
二　
　

一
組
の
調
理
器
具
セ
ッ
ト

十
三　
　

一
組
の
飲
食
用
具
セ
ッ
ト

十
四　
　

一
組
の
慶
弔
用
品
セ
ッ
ト

十
五　
　

一
組
の
照
明
機
器
セ
ッ
ト

十
六　
　

一
組
の
空
調
機
器
セ
ッ
ト

十
七　
　

一
組
の
厨
房
設
備
用
品
セ
ッ
ト

十
八　
　

一
組
の
衛
生
設
備
用
品
セ
ッ
ト

十
九　
　

一
組
の
整
理
用
品
セ
ッ
ト

二
十　
　

一
組
の
家
具
セ
ッ
ト

二
十
一　

一
組
の
ペ
ッ
ト
用
品
セ
ッ
ト

二
十
二　

一
組
の
遊
戯
娯
楽
用
品
セ
ッ
ト

二
十
三　

一
組
の
運
動
競
技
用
品
セ
ッ
ト

二
十
四　

一
組
の
楽
器
セ
ッ
ト

二
十
五　

一
組
の
教
習
具
セ
ッ
ト

二
十
六　

一
組
の
事
務
用
品
セ
ッ
ト

二
十
七　

一
組
の
販
売
用
品
セ
ッ
ト

二
十
八　

一
組
の
運
搬
機
器
セ
ッ
ト

二
十
九　

一
組
の
運
輸
機
器
セ
ッ
ト

三
十　
　

一
組
の
電
気
・
電
子
機
器
セ
ッ
ト

三
十
一　

一
組
の
電
子
情
報
処
理
機
器
セ
ッ
ト

三
十
二　

一
組
の
測
定
機
器
セ
ッ
ト

三
十
三　

一
組
の
光
学
機
器
セ
ッ
ト

三
十
四　

一
組
の
事
務
用
機
器
セ
ッ
ト

三
十
五　

一
組
の
販
売
用
機
器
セ
ッ
ト

三
十
六　

一
組
の
保
安
機
器
セ
ッ
ト

三
十
七　

一
組
の
医
療
用
機
器
セ
ッ
ト

三
十
八　

一
組
の
利
器
、
工
具
セ
ッ
ト

三
十
九　

一
組
の
産
業
用
機
械
器
具
セ
ッ
ト

四
十　
　

一
組
の
土
木
建
築
用
品
セ
ッ
ト

四
十
一　

一
組
の
基
礎
製
品
セ
ッ
ト

四
十
二　

一
組
の
建
築
物

四
十
三　

一
組
の
画
像
セ
ッ
ト

備
考

　

一　

建
築
物
を
含
む
組
物
の
意
匠
に
つ
い
て
意
匠
登
録

を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、「
意
匠
に
係
る
物
品
」

の
欄
に
は
「
一
組
の
建
築
物
」
と
記
載
す
る
。

　

二　

物
品
及
び
画
像
か
ら
な
る
組
物
の
意
匠
に
つ
い
て

意
匠
登
録
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、「
意
匠
に

係
る
物
品
」
の
欄
に
は
当
該
物
品
が
属
す
る
組
物
の

意
匠
を
記
載
す
る
。

　

意
匠
登
録
令
（
抄
）

　
〔
最
終
改
正　

令
和
二
年
二
月
二
七
日
政
令
第
三
五
号
〕

（
意
匠
原
簿
の
範
囲
）

第
三
条　

意
匠
原
簿
は
、
意
匠
登
録
原
簿
、
意
匠
関
係
拒

絶
審
決
再
審
請
求
原
簿
及
び
意
匠
信
託
原
簿
と
す
る
。

２　

意
匠
登
録
を
受
け
た
意
匠
を
記
載
し
た
当
該
図
面

（
意
匠
法
第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
図
面
に
代
え

て
写
真
、
ひ
な
形
又
は
見
本
を
提
出
し
た
場
合
に
は
、

当
該
写
真
、
ひ
な
形
又
は
見
本
。
工
業
所
有
権
に
関
す

る
手
続
等
の
特
例
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
年
法
律
第

三
十
号
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て「
特
例
法
」と
い
う
。）

の
規
定
に
よ
り
図
面
の
内
容
が
特
例
法
第
三
条
第
二
項

に
規
定
す
る
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
さ
れ
て
い
る
場
合
に
あ

つ
て
は
、
当
該
フ
ァ
イ
ル
の
記
録
）
は
、
次
条
第
一
項

の
規
定
の
適
用
を
除
き
、
意
匠
登
録
原
簿
の
一
部
と
み

な
す
。

３　

審
決
の
原
本
に
よ
り
、
第
一
条
各
号
に
掲
げ
る
事
項

に
つ
い
て
、
意
匠
登
録
原
簿
又
は
意
匠
関
係
拒
絶
審
決

再
審
請
求
原
簿
に
そ
の
審
決
の
要
旨
の
登
録
を
し
た
と

き
は
、
そ
の
原
本
（
特
例
法
の
規
定
に
よ
り
審
決
の
内

容
が
特
例
法
第
三
条
第
二
項
に
規
定
す
る
フ
ァ
イ
ル
に

記
録
さ
れ
て
い
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
フ
ァ
イ
ル

の
記
録
）
は
、
次
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
を
除
き
、

意
匠
登
録
原
簿
又
は
意
匠
関
係
拒
絶
審
決
再
審
請
求
原

簿
の
一
部
と
み
な
す
。

意匠法施行規則・別表第二・意匠登録令


